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議事 鹿嶋市デマンド型乗合いタクシーの運賃等改定について 

【主なご説明事項】 

鹿嶋市デマンド型乗合いタクシーは，平成 30年 7月のサービス開始以降，現行の運

賃体系を維持してきましたが，その間，新型コロナウィルス感染拡大による利用者の

減少や燃料費の高騰，物価の高騰など社会情勢は大きく変化しております。加えて，

令和 5年 9月には茨城県内のタクシー運賃が改定され，実質約 15%の値上げとなってお

り，茨城県最低賃金も平成 30年度の 822円から令和 6年度では 1,005円と約 20%上昇

しております。 

また，現行の運賃体系では，区域をまたぐと運賃が倍になるとのご意見もいただい

ているところです。 

これらの背景を踏まえて，鹿嶋市デマンド型乗合いタクシーが，市内タクシー事業

者の協力により成り立っていることや民業圧迫とならないよう検討した上で，この度，

適正な受益者負担を前提とした，より細かな運賃体系へ見直しを行うものです。 

 

見直しにあたっては，道路運送法第 9条第 5項の規定に基づき，住民，利用者その

他利害関係者から意見聴取を行う必要があることから，令和 6年 12月 2日（月）から

23日（月）までの期間において，パブリック・コメントを実施する予定です。 

 

つきましては，資料 1のとおり，パブリック・コメントにおける説明資料を作成い

たしましたので，本協議会においてご確認とご承認をいただくものです。 

 

なお，パブリック・コメントの実施結果については，令和 7年 1月に開催予定の令

和 6年度第 3回鹿嶋市地域公共交通活性化協議会にて，ご報告を予定しております。

また，運賃等の改定時期については，令和 7年 4月 1日からを予定しております。 



鹿嶋市デマンド型乗合いタクシーの運賃等改定について 
 

 鹿嶋市地域公共交通活性化協議会の同意に基づき運行している一般乗合旅客自動車運送事業につい

て，運賃等の協議をするにあたり，道路運送法第 9 条第 5 項の規定に基づき，住民，利用者その他利

害関係者から意見聴取するものである。 

 

１．事業の種別 一般乗合旅客自動車運送事業 

  ・鹿嶋市デマンド型乗合いタクシー 

 

２．変更しようとする内容 区域分け及び運賃 

鹿嶋市デマンド型乗合いタクシー運行計画の変更点は，次ページ以降に記載のとおりです。ま

た，区域分け及び運賃が以下のとおり変更となります。 

 

表 区域分け変更表 

 

 

表 変更後運賃表 

 

 

表 割引運賃表 

変更前 変更後 対象 

半額 300 円引き ①未就学児及び障がい者 

②重度障がい者(身体 1種，精神 1級又は療育Ａ以上)の介助者 

無料 無料 3歳未満で座席を使用しない場合 

 

変更前 変更後 該当する大字 ご利用の多い目的施設

A 大小志崎，武井釜，浜津賀，荒井，青塚，棚木，和，津賀，武井，志崎 ウェルシア鹿嶋大野店，ヌカガストアー

B 角折，荒野，小山，林，奈良毛，中

C

清水，明石，神向寺，小宮作，下津，沼尾，須賀，田野辺，山之上，猿
田，田谷，田谷沼，高天原1～2 丁目，宮津台，大船津，爪木，
宮中1～8 丁目，大字宮中，厨1～5 丁目，緑ヶ丘1～4 丁目，
宮下1～5丁目，神野1～4 丁目，城山1～4 丁目，根三田

小山記念病院，チェリオ・イオン，
セイミヤ鹿島東店，ビックハウス鹿嶋店，
島医院

D

木滝，佐田，下塙，谷原，鰐川，長栖，泉川，国末，粟生，光，
木滝佐田谷原入会，木滝佐田下塙谷原入会，旭ケ丘1～2 丁目，
港ケ丘1～2 丁目，港ケ丘，平井，平井東1～4丁目，新浜，平井南，
鉢形，鉢形台1～3 丁目

サンポートかしま，鹿島病院，鹿嶋市役所

鹿島

大野

運賃 運賃

同じ区域内の移動
大野 → 大野
鹿島 → 鹿島

500円 同じ区域内の移動

A → A

B → B

C → C

D → D

600円

2区域の移動
大野 → 鹿島
鹿島 → 大野

1,000円 隣接区域への移動

A → B，B → A

B → C，C → B

C → D，D → C

900円

その他区域への移動
A → C，C → A

A → D，D → A

B → D，D → B

1,200円

パターン パターン

変更前 変更後
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鹿嶋市デマンド型乗合いタクシー運行計画表 変更前 

項  目 内  容 

運行の態様 区域運行 

営業区域 鹿嶋市全域（市内） 

利用対象者 鹿嶋市民（但し，事前登録が必要） 

※介助者は鹿嶋市民でなくても利用可。 

サービス方式 路線を定めず電話等による利用者の予約に応じた乗合運行 

乗降場所 ①利用者のご自宅 

②登録された目的施設 

運行開始日 平成 30年 7月 4日（水） 

運行日 平日のみ ※土，日，祝日，年末年始(12/29～1/3)は運休。 

運行時間 午前 8時～午後 4時 

※午後 4時便の最終利用者が下車するまで。 

運行便数 1日 15便 

00分発（3台） 

8：00 9：00 10：00 11：00 

13：00 14：00 15：00 16：00 

30分発（3台） 

8：30 9：30 10：30 11：30 

13：30 14：30 15：30  

※00分発と 30分発については，日によって，運行する時間帯が異なります。 

使用車両 セダン型車両（6台） 

運賃 市内を鹿島区域と大野区域に分け，下表のとおり運賃を設定。 

同じ区域の移動 2区域の移動 

500円 1,000円 

【割引運賃】 

（半額）①未就学児及び障がい者 

②重度障がい者(身体 1種，精神 1級又は療育Ａ以上)の介助者 

（無料）3歳未満で座席を使用しない場合 

運行事業者 市内タクシー事業者 

受付窓口 まちづくり鹿嶋株式会社 

予約受付 ・利用日の 1週間前～利用時間の 1時間前までに電話で予約。 

・8：00，8：30，9：00便は前日までに予約が必要。 

・予約受付時間は平日の 8：00～16：00 

・受付オペレータが利用日時や乗降場所などを確認しながら，端末を操作して乗車時

刻の候補を検索し，通話中に予約を確定する。 
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区域分け図 変更前 
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鹿嶋市デマンド型乗合いタクシー運行計画表 変更後 

項  目 内  容 

運行の態様 区域運行 

営業区域 鹿嶋市全域（市内） 

利用対象者 鹿嶋市民（但し，事前登録が必要） 

※介助者は鹿嶋市民でなくても利用可。 

サービス方式 路線を定めず電話等による利用者の予約に応じた乗合運行 

乗降場所 ①利用者のご自宅 

②登録された目的施設 

運行開始日 平成 30年 7月 4日（水） 

運行日 平日のみ ※土，日，祝日，年末年始(12/29～1/3)は運休。 

運行時間 午前 8時～午後 4時 

※午後 4時便の最終利用者が下車するまで。 

運行便数 1日 15便 

00分発（3台） 

8：00 9：00 10：00 11：00 

13：00 14：00 15：00 16：00 

30分発（3台） 

8：30 9：30 10：30 11：30 

13：30 14：30 15：30  

※00分発と 30分発については，日によって，運行する時間帯が異なります。 

使用車両 セダン型車両（6台） 

運賃 市内を A区域，B区域，C区域，D区域に分け，下表のとおり運賃を設定。 

同じ区域内の移動 隣接区域への移動 その他区域への移動 

600円 900円 1,200円 

【割引運賃】 

（300円引き）①未就学児及び障がい者 

②重度障がい者(身体 1種，精神 1級又は療育Ａ以上)の介助者 

（無料）3歳未満で座席を使用しない場合 

運行事業者 市内タクシー事業者 

受付窓口 まちづくり鹿嶋株式会社 

予約受付 ・利用日の 1週間前～利用時間の 1時間前までに電話で予約。 

・8：00，8：30，9：00便は前日までに予約が必要。 

・予約受付時間は平日の 8：00～16：00 

・受付オペレータが利用日時や乗降場所などを確認しながら，端末を操作して乗車時

刻の候補を検索し，通話中に予約を確定する。 
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区域分け図 変更後 
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